
特集公共調達の発展に向けて

1.　はじめに

建設業は，社会資本の整備・管理の担い手であ
るとともに，災害時における「地域の守り手」と

して国民生活や社会経済活動を支える極めて重要
な役割を担っている。一方，他産業と比較して厳
しい就労条件を背景に若い世代の入職・定着が進
まず，建設業がその重要な役割を将来にわたって
果たし続けられるよう「持続可能な建設業」を実
現するため，担い手の確保に向けた取組を強化す

建設業法及び公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律
の一部を改正する法律の解説

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課

図－ 1　基本問題小委員会「中間とりまとめ」の概要（一部加筆）
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ることが急務となっている。また，昨今の急激な
資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資
となる労務費等がしわ寄せを受けないよう，高騰
分の適切な価格転嫁が求められている。
このような状況を踏まえ，中央建設業審議会※1

の下に設置された基本問題小委員会において，令
和 5年 5月から 9月までの間に計 5回の審議が行
われ，①請負契約の透明化による適切なリスク分
担，②適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担
保，③魅力ある就労環境を実現する働き方改革と
生産性向上について，早急に講ずべき施策を取り
まとめた「中間とりまとめ」が策定された（図－
1）。
このうち，法律の改正が必要な事項について，
令和 6年 3月 8日「建設業法及び公共工事の入札
及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改
正する法律案」として閣議決定された。
同法案は，第 213 回通常国会での審議を経て可
決成立し，令和 6年 6 月 14 日に「建設業法及び

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律の一部を改正する法律」として公布された（令
和 6年法律第 49 号。以下，「改正法」という）。
本稿では，この改正法の概要等について解説す
る。
※ 1　建設業法に基づき国土交通省に設置された組織
で，発注者（デベロッパー等）・受注者（建設業者）・
学識者の代表により構成された会議体

2.　改正法の内容 （図－ 2）

⑴　労働者の処遇改善
①　建設業者による不当に低い請負代金による請
負契約の締結の禁止（建設業法第 19 条の 3 第
2項関係）
建設業者は，自らが保有する低廉な資材を建設
工事に用いることができることその他の国土交通
省令で定める正当な理由がある場合を除き，その

図－ 2　改正法の全体像
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請け負う建設工事を施工するために通常必要と認
められる原価に満たない金額を請負代金の額とす
る請負契約を締結してはならないこととされた。

②　著しく低い額による建設工事の見積りの禁止
等（建設業法第 20 条関係）
1）　材料費等記載見積書の作成及び交付
建設業者は，建設工事の請負契約を締結する

に際しては，工事内容に応じ，工事の種別ごと
の材料費，労務費及び当該建設工事に従事する
労働者による適正な施工を確保するために不可
欠な経費として国土交通省令で定めるもの（以
下，「材料費等」という）その他当該建設工事
の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の
工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記
載した建設工事の見積書（以下，「材料費等記
載見積書」という）を作成するよう努めること
とされた。また，材料費等記載見積書に記載す
る材料費等の額は，当該建設工事を施工するた
めに通常必要と認められる材料費等の額を著し
く下回るものであってはならないこととされた。
さらに，建設工事の注文者は，建設工事の請

負契約を締結するに際しては，当該建設工事に
係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう
努めることとされた。また，建設業者は，建設
工事の注文者から請求があったときは，請負契
約が成立するまでに当該材料費等記載見積書を
交付しなければならないこととされた。
2）　著しく低い材料費等の額による見積り依頼
及び請負契約の締結の禁止
建設工事の注文者は，材料費等記載見積書を

交付した建設業者に対し，その材料費等の額に
ついて当該建設工事を施工するために通常必要
と認められる材料費等の額を著しく下回ること
となるような変更を求めてはならないこととさ
れた。これに違反した発注者が，当該求めに応
じて変更された見積書の内容に基づき建設業者
と請負契約（当該請負契約に係る建設工事を施
工するために通常必要と認められる費用の額が
政令で定める金額以上であるものに限る。）を

締結した場合において，当該建設工事の適正な
施工の確保を図るため特に必要があると認める
ときは，国土交通大臣又は都道府県知事は，当
該発注者に対して必要な勧告等をすることがで
きることとされた。

③　労働者の適切な処遇の確保に関する建設業者
の責務（建設業法第 25 条の 27 第 2 項関係）
建設業者は，その労働者が有する知識，技能そ
の他の能力についての公正な評価に基づく適正な
賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保す
るための措置を効果的に実施するよう努めること
とされた。

④　建設工事の労務費に関する基準の作成等（建
設業法第 34 条関係）
中央建設業審議会は，建設工事の労務費に関す
る基準を作成し，その実施を勧告することができ
ることとされた。

⑤　国土交通大臣による調査等（建設業法第 40
条の 4関係）
国土交通大臣は，請負契約の適正化及び建設工
事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため，
建設業者に対して，建設工事の請負契約の締結の
状況，⑴の③に規定する措置の実施の状況，⑵の
②の規定による通知又は協議の状況その他の国土
交通省令で定める事項につき，必要な取組状況の
調査及びその結果の公表を行うとともに，中央建
設業審議会に対し，当該結果を報告することとさ
れた。

⑥　公共工事の受注者の違反行為に関する事実の
通知（公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律（以下，「入契法」という）第 11
条関係）
各省各庁の長等は，公共工事の受注者である建
設業者が，建設業法第 19 の 3 第 2 項，第 19 条の
5 第 2 項，第 20 条第 2 項若しくは第 6 項のいず
れかの規定に違反する行為をしていると疑うに足
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りる事実があるときは，国土交通大臣等に対し，
その事実を通知しなければならないこととされた。

⑦　入札金額の内訳の提出（入契法第 12 条関係）
建設業者が公共工事の入札に係る申込みの際に
提出する書類のうち，入札金額の内訳を記載した
書類において国土交通省令で定める材料費等を記
載することを明確化することとされた。

⑵　資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止につ
いて
①　請負契約の締結に際する書面の記載事項の追
加（建設業法第 19 条第 1項関係）
資材等の高騰等に伴う価格転嫁を円滑化するた
め，建設工事の請負契約を締結するに際しては，
価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又
は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関
する定めを書面に記載しなければならないことと
された（図－ 3）。

②　工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通
知等（建設業法第 20 条の 2関係）
建設業者は，その請け負う建設工事について，

主要な資材の供給の著しい減少，資材の価格の高
騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすもの
として国土交通省令で定める事象が発生するおそ
れがあると認めるときは，請負契約を締結するま
でに，注文者に対して，その旨を当該事象の状況
の把握のため必要な情報と併せて通知しなければ
ならないこととされた。
さらに，この通知をした建設業者は，請負契約
の締結後，当該通知に係る事象が発生した場合に
は，注文者に対して工期の変更，工事内容の変更
又は請負代金の額の変更についての協議を申し出
ることができることとし，当該協議の申出を受け
た注文者は，正当な理由がある場合を除き，誠実
に当該協議に応ずるよう努めることとされた。

③　工期等に影響を及ぼす事象が発生した場合に
おける各省各庁の長等の責務（入契法第 13 条
第 2項関係）
各省各庁の長等は，公共工事について，その工
期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国
土交通省令で定める事象が発生した場合におい
て，公共工事の受注者が請負契約の変更について
協議を申し出たときは，誠実に当該協議に応じな

図－ 3　建設工事の請負契約書の法定記載事項（イメージ）
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ければならないこととされた。

⑶　働き方改革と生産性向上について
①　建設業者による著しく短い工期による請負契
約の締結の禁止（建設業法第 19 条の 5 第 2 項
関係）
建設業者は，その請け負う建設工事を施工する
ために通常必要と認められる期間に比して著しく
短い期間を工期とする請負契約を締結してはなら
ないこととされた。

②　情報通信技術を活用した建設工事の適正な施
工の確保（建設業法第 25 条の 28 関係）
特定建設業者は，工事の施工の管理に関する情
報システムの整備等の建設工事の適正な施工を確
保するために必要な情報通信技術の活用に関し必
要な措置を講ずるよう努めることとされた。それ
とともに，発注者から直接建設工事を請け負った
場合においては，当該建設工事の下請負人が，そ
の下請負に係る建設工事の施工に関し，当該特定
建設業者が講ずる当該措置の実施のために必要な
措置を講ずることができることとなるよう，当該
下請負人の指導に努めることとされた。
また，国土交通大臣は，当該措置に関して，そ
の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべ
き事項を定め，これを公表することとされた。

③　監理技術者等の専任義務の合理化（建設業法
第 26 条第 3項関係）
工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者（以
下，「監理技術者等」という）を専任で置くべき
建設工事について，当該建設工事の請負代金の額
が政令で定める金額未満であり，かつ，監理技術
者等が当該建設工事の工事現場の状況の確認等の
職務を情報通信技術の利用により行うため必要な
措置が講じられる等の国土交通省令で定める要件
に該当する場合には，当該監理技術者等の専任を
要しないこととされた（監理技術者等の適切な遂
行に支障を生じるおそれがないものとして政令で
定める数を超える場合は除く）。

④　営業所技術者等に関する監理技術者等の職務
の特例（建設業法第 26 条の 5関係）
建設業者は，工事現場ごとに監理技術者等を専
任で置くべき建設工事について，当該建設工事の
請負代金の額が政令で定める金額未満であり，か
つ，その営業所の営業所技術者等※2 が当該営業
所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認等の
職務を情報通信技術の利用により行うため必要な
措置が講じられる等の国土交通省令で定める要件
に該当する場合には，当該営業所技術者等に監理
技術者等の職務を兼ねて行わせることができるこ
ととされた（工事現場の数が，営業所技術者等の
営業所職務等の適切な遂行に支障が生ずるおそれ
がないものとして政令で定める数を超える場合は
除く）。
※ 2　建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関す
る技術上の管理をつかさどる者であって一定の要件
を満たす者

⑤　施工体制台帳の写しの提出義務の合理化（入
契法第 15 条第 2項関係）
改正前の入契法では，発注者から公共工事を直
接請け負った建設業者が下請契約を締結した場合
は，その公共工事に関する工事現場の施工体制等
を記載した施工体制台帳を作成し，当該施工体制
台帳の写しを発注者に提出することとされてい
る。しかし，改正法では，発注者がその施工体制
について，情報通信技術を利用する方法により確
認することができるとして国土交通省令で定める
措置を講じている場合には，当該写しの提出を要
しないこととされた。

⑥　情報通信技術を活用した公共工事の適正な施
工の確保（入契法第 16 条及び第 17 条第 2項関
係）
公共工事の受注者である建設業者は，工事の施
工の管理に関する情報システムの整備等の建設工
事の適正な施工を確保するために必要な情報通信
技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努める
こととされた。
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また，発注者から直接公共工事を請け負った建
設業者は，その建設工事の下請負人が，その下請
負に係る建設工事の施工に関してその建設業者が
講ずる措置の実施のために必要な措置を講ずるこ
とができるよう，下請負人の指導に努めることと
された。
さらに，各省各庁の長等は，前記の措置が適確
に講じられるよう，その建設業者に対し，必要な
助言，指導等の援助を行うよう努めることとされ
た。

3.　国会での審議

改正法案は，令和 6年 5 月 15 日に衆議院国土
交通委員会において提案理由説明が，同月 22 日
に審議が行われ，同日に附帯決議と併せて全会一
致で賛成が決議，同月 23 日の衆議院本会議にお
いて全会一致で可決，参議院に送付された。
参議院では，令和 6年 5 月 28 日に参議院国土

交通委員会において提案理由説明が，同年 6月 6
日に審議が行われ，同日に附帯決議と併せて賛成
が決議，同月 7日の参議院本会議において可決成
立し，同月 14 日に公布された。
改正法案は，政府原案のとおり可決されたが，

建設技能者の賃金水準の可及的速やかな全産業平
均並みへの引き上げの達成や，建設キャリアアッ
プシステム（CCUS）の普及促進，建設Gメンの

機能や体制の一層の強化による実効性確保などが
衆・参両院の附帯決議に盛り込まれている。政府
としてはこれらの点に留意し，その運用について
遺漏のないよう取り組んでいく。

4.　おわりに

今回の改正は，建設業における担い手確保や生
産性向上等の取組強化が急務になるとともに，建
設資材の急激な価格変動等，建設業を取り巻く昨
今の環境変化への対応が不可避となっていること
を踏まえ，建設業が「地域の守り手」等の役割を
果たしていけるよう緊急に行うものであり，今
後，施行に向けて詳細の制度設計を行い，業界に
周知していく。
併せて，中間とりまとめのうち法律の改正が必
要な事項以外の部分についても検討・具体化，「建
設 Gメン」の体制を強化することで実効性を確
保していく。
これらの制度改正による措置を通じ，建設業に
おける処遇改善，働き方改革及び生産性向上に総
合的に取り組むことで，地域の守り手である建設
業が持続可能，かつ，新 4K「給与が良く，休暇
が取れ，希望が持てる」そして「かっこいい」魅
力的な産業となるよう，業界の皆さまの声を聴き
ながら，さまざまな取組を進めてまいりたい。
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